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ペットは正しく飼いましょう
～犬・猫に関する苦情が増えています～

　気づかないうちにご近所に迷惑をかけていませんか。最近、放し飼いにされている犬や猫が、近隣住民
の敷地にフンをしているなどの苦情が寄せられています。ペットを飼うときは、周りへ配慮することがと
ても大切です。マナーを守り、最期まで責任をもって飼いましょう。

犬の飼い主の方へ
 ・散歩中は、必ずリード等につなぎ、フンをしたら
　袋などに入れて持ち帰りましょう。
 ・飼養施設を常に清潔にして、周辺環境や犬の健康
　に配慮しましょう。
 ・生後 91 日以上の犬は、「登録」と毎年１回の「狂
　犬病予防注射」が義務付けられています。
 ・死亡したとき、または飼主や住所が変わったとき
　は、届出が必要です。
 ・迷い犬を防ぐためにも、首輪に鑑札、狂犬病予防
　注射済票を付けましょう。
猫の飼い主の方へ
 ・他人の家にフンや尿をしたり、車に上がってキズ
　をつけたりしていませんか。猫の健康や安全のた
　めにも、できるだけ屋内で飼いましょう。
 ・ 繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。
 ・迷い猫を防ぐためにも、名札を付けましょう。

野良猫へのエサやりはやめてください
　野良猫への置きエサ等の無秩序なエサやり行為
は、飼い主のいない猫を増やすだけではなく、ノミ
の発生や悪臭等環境を悪化させることにつながりま
す。一時的な感情で野良猫にエサを与えることは絶
対にやめてください。
動物の遺棄・虐待は犯罪です
　愛護動物を遺棄・虐待すると法により罰せられます。
転居や病気、高齢等でペットを飼えなくなったら
　親、兄弟、子どもや親戚等に譲渡するか、ペット
の里親を募集して飼い主を探しましょう。
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